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第 ４ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成25年８月20日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時35分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の取り組

みについて(政策評価表による報告) 

報告事項 

①漁協の組合員資格審査の是正措置状況と

今後の取組について 

②熊本県森林整備促進及び林業等再生基金

のうち復興関連予算で造成されたもの

(第２期造成分)の取り扱いについて 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 前 川   收 

        委  員  吉 永 和 世 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 泉   広 幸 

欠席委員(１名) 

        委  員 村 上 寅 美 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 豊 田 祐 一 

経営局長 濱 田 義 之 

生産局長 渡 辺 弘 道 

農村振興局長 大 石 二 郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 鎌 賀 泰 文 

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

      首席審議員兼        

農地・農業振興課長 船 越 宏 樹 

担い手・企業参入支援課長 國 武 愼一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 松 尾 栄 喜 

農産課長 山 中 典 和 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

技術管理課長 緒 方 秀 一 

    農地整備課長 小 栁 倫太郎 

森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 小 宮   康 

森林保全課長 本 田 良 三 

水産振興課長 平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

全国豊 

かな海づくり大会推進課長 平 山   泉 

農業研究センター所長 麻 生 秀 則 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

   政務調査課課長補佐 板 橋 徳 明 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開会 

○田代国広委員長 それでは、ただいまから

第４回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に４名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、「幸せ実感くまもと４カ年戦

略」の取り組みについて、政策評価表を活用

しての説明に入ります。 
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 今回は、戦略２の「稼げる農林水産業への

挑戦」の中から、①担い手へ農地の集積を進

める、②活力ある担い手を育てる、③地産地

消を進めるの３項目について説明をお願いし

ます。 

 執行部は説明を効率よく進めるため、着座

のまま簡潔にお願いいたします。 

 それでは、まず農林水産部長から総括説明

を行い、続いて概要説明を農林水産政策課長

から、項目別を関係課長から説明をお願いし

ます。 

 

○梅本農林水産部長 初めに、８月６日に

は、皆様方管内視察をいただきまして、その

節は私どもも同行をさせていただきました。

本当にありがとうございました。現地で各委

員からいただきましたさまざまな御意見、御

提案につきましては、今後の施策に役立てて

まいりたいと考えております。そして、阿蘇

地域の災害復旧・復興及び農業試験研究の推

進による生産性の向上に向けて、引き続き全

力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 まず、本日御審議いただく事項の１点目に

あります「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の

取り組み状況についてでありますけれども、

ただいま委員長からありましたように、田代

委員長とも御協議させていただきました３つ

の点、第１に農地集積、第２に担い手対策、

第３に地産地消の３つの施策について、政策

評価表を踏まえまして報告をさせていただき

ます。３点とも今後の重点政策として、部を

挙げて各課が連携して取り組んでおりますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 さらに、本日は、その他報告事項といたし

まして、４月の常任委員会で厳正に対応する

よう御指示いただきました漁協組合員の資格

審査について、その是正措置状況及び今後の

取り組みについて御報告させていただきま

す。 

 また、 後に、熊本県森林整備促進及び林

業等再生基金のうち、復興関連予算で造成さ

れたものの取り扱いについて、御報告させて

いただきます。 

 詳細につきましてはそれぞれ担当課長から

説明させますので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 政策評価の概要を、Ａ３判の「平成25年度

政策評価」という資料により御説明させてい

ただきます。 

 １ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 左側でございますけれども、(1)幸せ実感

くまもと４カ年戦略の推進についてでござい

ます。 

 限られた経営資源のもとで効率的な行政運

営を行うため、ＰＤＣＡマネジメントサイク

ルを活用して、新４カ年戦略の着実な推進を

図っていくこととしております。 

 次に、右側の(2)本県の政策評価について

でございます。ここに、政策評価の基本的な

考え方を３点記載しております。 

 まず、第①点目は、県民アンケートや外部

評価等による、県民の視点でのわかりやすい

政策評価でございます。 

 ②点目は、新４カ年戦略の体系に沿った評

価、進捗管理でございます。下のピラミッド

の図形の４つの取り組みの方向性(15戦略)、

その下の75の主な施策について、政策評価を

行っております。 

 ４つの取り組みの方向性とは、後ほど出て

まいりますけど、１つ目が活力を創る、２つ

目がアジアとつながる、３つ目が安心を実現

する、４つ目が百年の礎を築くの４つでござ

います。 

 ③点目、評価結果の活用でございます。評
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価結果をもとに政策論議を行い、次年度の施

策の検討につなげております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 左側の(1)に、政策評価の概要をまとめて

おります。４つの取り組みの方向性及び15戦

略について一定の成果があり、おおむね順調

に推移しておりますが、社会情勢の変化を踏

まえた対応とあわせ、昨年７月の熊本広域大

水害からの早期の復旧・復興に取り組んでい

く必要があることを記載しております。 

 次に、３ページの中ほど、(2)のところで

ございますけど、ここから４ページまで、県

民アンケートの結果を記載しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ５ページから12ページまでは、総括評価表

として、４つの取り組みごとに評価を見開き

でまとめております。 

 ５ページ、６ページが“活力を創る”の評

価表でございます。 

 ５ページの戦略２が、稼げる農林水産業へ

の挑戦となっております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ７ページが“アジアとつながる”の評価表

でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ８ページが取り組みの写真等でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ９ページ、10ページが“安心を実現する”

の評価表でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 11ページ、12ページが“百年の礎を築く”

の評価表でございます。 

 続きまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 14ページから21ページまでは、施策の評価

表として、施策ごとに各常任委員会共通の報

告様式としてまとめているものでございま

す。 

 農林水産部では、別途報告用の資料を用意

いたしておりますので、個々の説明は省略さ

せていただきます。 

 それでは、別の資料、こちらのＡ４の資料

のほうをお願いいたします。こちらのＡ４の

縦使いの別冊の資料がございます。――こち

らです。 

 

○田代国広委員長 カラーで。 

 

○田中農林水産政策課長 縦の「平成25年８

月 農林水産常任委員会報告資料」のほうを

お願いいたします。 

 開いていただきまして、１ページをお願い

いたします。 

 ここに御報告させていただきます３つの施

策を掲げております。 

 一番上段が施策の９「担い手へ農地の集積

を進める」でございます。中ほどが施策の10

「活力ある担い手を育てる」でございます。

３番が施策の16「地産地消を進める」でござ

います。 

 この後、各課から施策ごとに評価の概要に

ついて御説明させていただきます。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○船越農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 お手元の資料の２ページをお願いします。 

 「担い手へ農地の集積を進める」というこ

とでございます。 

 ①番でございますが、農地集積を緊急的・

重点的に加速させるために、知事をトップと

した推進体制の構築とともに、農地の出し

手・受け手双方を支援します県独自の交付金

制度を創設しますと書いております。さら

に、集約の中心的受け手となりますＪＡや、

集落が中心となった農業生産法人の設立を促

しますというふうに書いてございます。 

 農地・農業振興課関連でございますが、昨

年度の成果ということで書いております。６
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月の25日でございましたけれども、県、市町

村、ＪＡ、農業会議など一体となって、スク

ラムを組んで農地集積を進めていうことで、

「ふるさと・農地未来づくり運動」を立ち上

げております。知事を本部長としまして県推

進本部をつくりました。全県的な問題になっ

てきつつあります。 

 ２つ目でございますが、県独自の交付金制

度をつくりますということで、４カ年で100

カ所程度を考えておりますけれども、昨年度

が一応初年度ということで、全県で20カ所程

度の農地集積重点地区を指定しております。

そこに農業公社のほうから農地集積専門員を

配置しまして、濃密な話し合い活動の支援を

行っております。 

 昨年度の実績でございますが、年度末まで

に10カ所程度農地集積計画をつくっておりま

す。きょう現在ですが、この地域におきまし

て集積計画をいっぱいつくっております。 

 次、３つ目にございますけども、一応全市

町村で人・農地プラン作成に取り組みまし

て、昨年度中には大体全体の40％の実績をつ

くっております。 

 上記の取り組みによりまして、右上のほう

の棒グラフでございますが、過去４カ年比べ

まして、大体３割増の1,780ヘクタール程度

の集積を集めておりますということで、農地

集積の加速化の兆しが見え始めてきておりま

す。 

 本年度の取り組みでございますが、新たに

22カ所程度を重点地区に指定しまして、合計

42カ所の重点地区におきまして、地域ぐるみ

の集積活動を進めております。これを点から

面に広げていきまして、集積の実績を上げて

いきたいと考えております。 

 それと、人・農地プラン策定推進ととも

に、プランに基づきます集積の実際の成果に

つなげる取り組みを進めていきたいというふ

うに考えております。 

 一番下が、今後の方向性でございますが、

農地集積は小規模な個別経営を脱却して、生

産性の向上を図ることでございますとか、中

山間地の集落を守り、引き継ぐために非常に

重要であると考えておりますので、認定農業

者とか、それと地域営農組織の担い手に、４

カ年で約8,400ヘクタールの農地を集積させ

たいというふうに考えております。 

 一番 後でございますが、国においては、

現在でございますけれども、農地集積を相当

進めるために中間管理機構というのが検討さ

れております。県としましても、農業公社を

機構に位置づけまして、集積の加速化に取り

組んでまいります。 

 このコースは、国に先駆けまして、県のほ

うで進めていますので、本県にとっても追い

風として期待しております。ということで、

使いやすい制度に考えております。 

 以上が農地・農業振興課でございます。よ

ろしくお願いします。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 資料は、右側の３ページをお願いいたしま

す。 

 まず、24年度の主な成果といたしまして

は、農地集積の中心的受け皿となる地域営農

組織の組織化・法人化を推進するため、組織

リーダーの育成セミナーを実施いたしまし

た。 

 県北・県央・県南の３ブロックで、各７回

の講義を行いましたが、本年度に入りまして

４月に農事組合法人大津白川、５月に任意組

合組織でございますけれども、庄営農組合が

設立されましたように、受講者に組織化・法

人化の機運が醸成されたところです。 

 次に、25年度の推進方針・進捗状況としま

しては、引き続き組織リーダー育成セミナー

を実施してまいります。 

 また、24年度受講者からの合意形成や運営

に不安があるという意見を踏まえまして、組
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織化・法人化へ取り組む集落や組織に対し、

県内の先進法人の代表者14名を派遣して、経

験に即したアドバイスを行っていただくこと

としております。 

 次に、今後の方向性としましては、引き続

き地域営農組織の法人化に取り組んでまいり

ます。 

 施策９、取り組みの①につきまして、担い

手・企業参入支援課の説明は以上でございま

す。 

 

○小柳農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 施策９の②の取り組みを御説明いたしま

す。 

 集積する農地の生産性向上を図るため、圃

場整備や農業水利施設の保全など、地域に応

じた生産基盤の整備に取り組むというもので

ございます。 

 なお、関係課はむらづくり課、農地整備課

でございますが、農地整備課のほうで取りま

とめて御説明いたします。 

 まず、平成24年度の主な成果でございます

けども、平坦及び中山間地域の未整備農地に

おいて、農地集積率の約20％増加を目指して

圃場整備を実施いたしました。 

 平成24年度は、37地区で圃場整備181ヘク

タールを実施しましたが、うち経営体育成基

盤整備事業１地区53ヘクタールが完了し、当

該地区の農地集積率は58％から67％に向上い

たしました。 

 なお、平成24年度までに完了した圃場整備

地区の農地集積率の向上は、20％以上を達成

しております。 

 また、農業水利施設整備を15地区、うち排

水機場７地区で実施し、排水機場２地区が事

業完了いたしました。 

 資料の中段に、事業の実施状況写真を掲載

しておりますが、一番左の写真は平たん地域

の圃場整備の事例です。熊本市坪井川下流の

梅洞地区の圃場整備前と整備後の状況です。

整備前の１反から２反の圃場規格を２ヘクタ

ールに拡大するとともに、用水路と排水路を

分離し暗渠排水を整備したことで、農作業の

効率化や生産性が大幅に向上し、水田の汎用

化による畑地作物の導入が図られ、担い手へ

の農地集積が進んでおります。 

 真ん中の写真は中山間地域の事例で、美里

町の宇城東部２期地区の整備状況です。整備

前の農地は進入路が狭く、また用排水路も未

整備で作業効率が悪く、集落の過疎化、高齢

化の進行で、耕作放棄地の増加が懸念されて

おりましたが、今回農道や用排水路が整備さ

れ、区画整理がなされるなど作業条件が大幅

に改善されたことで、集落への組織や担い手

への農地集積が期待されております。 

 一番右の写真は、八代市東牟田地区の農業

水利施設の整備状況です。写真、上のような

湛水被害を防止するとともに、水田の汎用化

を図るために排水機場を整備しましたが、施

設園芸や畑作物の新規導入が進んでいます。 

 以上の事案の取り組みによりまして、農地

の生産性が高められ、そのことによって農地

の集積も進められております。 

 次に、平成25年度の推進方針・進捗状況で

す。経営体育成基盤整備や中山間総合整備事

業等、事業42地区において圃場整備116ヘク

タールを実施予定で、うち５地区、受益面積

で申しますと177ヘクタールが完了予定で

す。 

 また、農業水利施設の整備を20地区、うち

排水機場11地区で実施し、排水機場を含む２

地区が完了予定となっております。 

 後に、今後の方向性ですが、農作業の省

力化や生産性の向上を実現し、優良農地の確

保と担い手への農地集積を図るため、地域の

実情に応じた圃場整備や用排水路等の整備を

進めます。 

 また、農業農村整備事業を、人・農地プラ
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ン推進の関連施策に位置づけ、事業採択また

は予算配分に関して優先配慮を行いながら、

農地集積の加速化、集積率の20％向上を目指

してまいります。 

 以上で、施策９関係の説明は終わります。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 続きまして、施策10、活力ある担い手を育

てるの説明に入ります。 

 資料は、右側の５ページでございます。 

 ①農林水産業の担い手の確保・育成に向

け、基礎的な研修や新たな知識・技術の普及

などに積極的に取り組みますというものでご

ざいます。 

 担い手・企業参入支援課関連といたしまし

て、まず、24年度の主な成果としましては、

新規就農者を280名確保しています。その一

方で、法人化や企業の農業参入が進み、新規

就農者の外数として、雇用就農者の方が増加

しています。また、認定農業者は近年横ばい

で推移しており、農業法人数は着実に増加し

ているという状況にございます。 

 次に、25年度の推進方針・進捗状況としま

しては、新規就農支援センターを中心に、切

れ目ないサポートを実施し就農を支援してい

ます。 

 また、将来の本県の農業を担うトップリー

ダーを育成する「くまもと農業経営塾」を実

施するほか、経営革新セミナーの開催やスペ

シャリストによる経営診断等を実施し、認定

農業者の経営改善を支援するとともに、法人

化講座や法人相談会等を開催し、法人化を推

進しています。 

 次に、今後の方向性としましては、就農希

望者に対する研修の実施に加えまして、青年

就農給付金の制度の活用を推進し、年間390

名の新規就農者を目指してまいります。 

 また、認定農業者につきましては、意欲あ

る主業農家の方を認定農業者に誘導、経営改

善を支援し、27年度までに１万3,000経営体

の育成を、農業法人につきましては、法人化

講座等を引き続き開催しまして、27年度まで

に1,000社の育成をそれぞれ目標としており

ます。 

 施策10、取り組みの①につきまして、担い

手・企業参入支援課の説明は以上でございま

す。 

 

○小宮林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 林業従事者の確保・育成についてでござい

ます。 

 平成24年度の主な成果といたしましては、

新規就業者を86名確保しており、昨年度と同

様の成果となっております。 

 また、林業系高校生やＵ・Ｉターン者の林

業技術研修会、県林業従事者育成基金と連携

した就業相談会を開催いたしまして、前年度

以上の参加者を得ております。 

 そのほかＯＪＴ講師養成研修によります新

規就業者の技能向上、事業体の事業量確保や

社会保険加入への支援を行い、就業環境の整

備を推進してまいりました。 

 平成25年度の推進方針・進捗状況について

でございますが、林業従事者の確保・育成対

策として、引き続き就業希望者への研修会や

就業相談会を開催してまいります。 

 また、本年度からは、林業技術を修得した

優秀な新規就業者を確保するために、国の緑

の青年就業準備給付金を活用いたしまして、

155日間の長期研修を行っております。 

 また、林業事業体の育成・強化対策とし

て、森林施業プランナーやＯＪＴ講師の養成

を初め、林業労働災害防止の巡回指導や社会

保険への加入を支援してまいります。 

 今後の方向性については、年間100名の新

規就業者の確保を目指して、関係団体との連

携による就業相談会や技術研修会等を引き続
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き実施し、また林業事業体の経営改善や就業

環境整備を進めて、安定的な雇用につなげて

いくことといたしております。 

 林業振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、平成24年度の主な成果ですが、漁業

関係では19名の新規就業者を確保することが

できました。また、漁業担い手を対象とした

漁業者セミナーを開催し、漁業に関する知識

や技術の普及を行っております。 

 さらに、漁業者のリーダー的存在でありま

す漁業士について、新たに14名の認定を行う

とともに、漁業主体が行うみずからの研修活

動や子供たちを対象とした地びき網などの漁

業体験教室への支援を行うことで、中核とな

る漁業担い手の人材育成等に寄与しておりま

す。 

 次に、平成25年度の推進方針・進捗状況に

ついてですが、引き続き漁業担い手の資質向

上を図るための漁業者セミナーの開催や、将

来を担う子供たちを対象とした漁業体験教室

や漁業士の資質向上に向けた研修など、漁業

士会活動への支援を行っております。 

 また、安定した漁業経営を図るため、各地

域での資源管理計画の作成への指導を行うな

ど、国の漁業経営安定対策制度を活用した資

源管理型漁業等の推進に向け支援を行ってお

ります。 

 さらに、今年度から国の青年就業準備給付

金制度を活用し、新規就業者の確保を図るた

め、本年10月からの受け入れに向け、新たな

研修制度の整備に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 後に、今後の方向性についてですが、ま

ず新規就業者につきましては、年間36名の確

保を目指し取り組むこととしております。 

 また、本県漁業を担う人材の確保・育成を

図るため、関係団体等と連携した就業相談に

対する情報等の充実など、漁業への就業促進

のための環境づくりや、中核となる漁業者の

資質向上に向けた取り組みを推進します。さ

らに、安定した漁家経営に向けた取り組みを

推進することとしております。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 資料は、８ページのほうをお願いいたしま

す。 

 施策10の取り組みの②につきまして、若者

が農業に継続的に従事できるよう、国の給付

金制度を 大限活用するとともに、就農相

談、研修、独立、定着の各段階に応じた総合

的かつ切れ目ないサポート体制を構築します

というものでございます。 

 まず、24年度の主な成果としましては、青

年就農給付金の給付対象者数が、準備型、経

営開始型の合計で400人と、全国で２位とい

う実績でありました。また、青年就農給付金

の準備型が受給できる研修を実施する認定研

修機関を、23年度が５組織、24年度６組織と

計11組織認定しております。 

 次に、25年度の推進方針・進捗状況としま

しては、このページの下のほうにフロー表を

記載しておりますけども、就農希望者の就農

形態、ニーズに対応した研修の実施体制を整

備しますとともに、引き続き青年就農給付金

制度を活用しています。 

 また、農業大学校におきましては、農業高

校とも連携しながら、農業を目指す学生の確

保に努めるとともに、実務的なカリキュラム

の充実を図っています。 

 次に、今後の方向性としましては、新規就

農支援センターを中心に、切れ目ないサポー

トを実施してまいります。また、青年就農給

付金制度の活用に向けて、県全域での認定研
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修機関の設置を進めますとともに、制度や受

け入れ体制等の情報発信を図ってまいりま

す。 

 続きまして、９ページ、資料の右側をお願

いいたします。 

 施策10の取り組み③でございます。農業者

に対する 新技術などの再教育――リカレン

ト教育を実施するため、農業大学校、農業研

究センター、熊本県立大学などと連携した

「くまもと農業アカデミー構想」を展開しま

すというものでございます。 

 まず、24年度の主な成果といたしまして

は、県内の意欲ある農業者を対象に「くまも

と農業アカデミー」を設立し、 新の農業知

識や農業技術等をテーマとして５コース、15

講座を実施いたしました。 

 次に、25年度の推進方針・進捗状況につき

ましては、本年度は34講座に拡充して７月か

ら開講しており、８月には「くまもと農業ア

カデミー県南校」を開設したところです。ま

た、受講後のフォローアップとして、ホーム

ページ等による農業関係の情報発信等を実施

することといたしております。 

 次に、今後の方向性としましては、学びを

深めたいという農業者の要望に応えていくた

め、「くまもと農業アカデミー」のさらなる

充実を図ってまいります。また、「くまもと

農業アカデミー県南校」を通じまして、フー

ドバレー構想の柱の一つであります人材育成

を推進してまいります。 

 施策10、活力ある担い手を育てるについ

て、説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○西山流通企画課長 10ページ、11ページに

つきましては、施策16の地産地消を進めるで

ございます。このうち、県民条例に基づく地

産地消の①につきまして、私のほうから御説

明を申し上げます。 

 平成24年度の主要な成果についてでござい

ますが、全庁挙げて地産地消に取り組んでお

りまして、情報発信やイベントでのブース出

展により、県民条例の周知等を図っておりま

す。 

 県民に直接アピールする取り組みといたし

ましては、小売店や飲食店から成ります地産

地消協力店は、新規加入も続きまして500店

を超えておりまして、さらに増加するよう推

進をしております。 

 加えまして、生産者、流通業者、消費者等

から成ります「くまもと食・農ネットワー

ク」の活動を推進するとともに、農業や木の

ものづくりの体験等に取り組んでおります。 

 また、加工食品の開発・推進や学校給食で

の推進等を行っております。 

 そこに枠書きで書いておりますけれども、

県民の地産地消への関心につきましては、9

3.6％と高まっております。また、学校給食

の食材における県産品が占める割合、これは

品目数ということでカウントしておりますけ

れども、50％に達しております。 

 次に、平成25年度の進捗状況等につきまし

ては、消費者の消費行動につながるようより

きめ細かな取り組みを進めています。これま

での取り組みに加えまして、球磨焼酎への県

産米の利用促進、「くまもと四季のさかな」

の産直ＰＲ、それから伝統食の継承活動の推

進、あるいは社会福祉施設の食事での地産地

消の推進などに取り組んでおります。 

 今後の方向性といたしましては、県民条例

の周知や地域活性化を図るため、農林水産物

等への理解の深化や郷土愛の育成、多面的機

能への認識向上等に係る取り組みを推進しま

す。 

 また、個別の家庭レベルや消費者の個々の

レベルに、地産地消の意識や消費行動をさら

に浸透させるために、市町村段階での活動と

連携いたしまして、直売所の地域的・広域的

連携、６次産業化の推進、地域の食育活動と

の連携などを進めてまいります。 
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 以上で、御説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料11ページをお願いいたします。 

 施策16、地産地消を進めるのうち、取り組

み②の「くまモンおやつプロジェクト」につ

いて御説明いたします。 

 このプロジェクトは、子供たちが県産農林

水産物を使ったおやつを食べる環境を整える

ことで、地産地消食育等を進めるものでござ

います。 

 初めに、１つ目の丸、平成24年度の主な成

果でございます。 

 １点目としまして、５月におやつプロジェ

クトを立ち上げ、庁内連携体制を構築してお

ります。 

 ２点目として、県内のすべての放課後児童

クラブを対象にアンケートを実施し、おやつ

提供の実態やニーズを把握しております。 

 ３点目としまして、10月の農業フェアでＰ

Ｒを行っております。 

 ４点目としまして、平成25年２月に、「く

まモンおやつプロジェクト憲章」を制定いた

しました。 

 次に、２つ目の丸、平成25年度の推進方

針・進捗状況でございます。 

 １点目としまして、「くまモンおやつ提供

体制モデル構築事業の実施」でございます。

モデル事業としまして、６団体が取り組みを

開始したところでございます。 

 ２点目としまして、６月には、くまモンお

やつプロジェクト憲章宣言のあった10件の

「おやつ」につきまして、発表及び試食会を

開催いたしました。 

 ３点目としまして、今後これらの取り組み

内容を県民へ広く周知・ＰＲすることとして

おります。 

 後に３つ目の丸、今後の方向性でござい

ます。 

 １点目としまして、県農林水産業への理解

が醸成されるよう取り組んでまいります。 

 ２点目としまして、地域の保全に寄与する

よう取り組んでまいります。 

 ３点目として、県民全体への幅広い取り組

みへ発展させてまいります。 

 ４点目としまして、関係業界の自主的な活

動を促すことで、広がりあるプロジェクトと

なるよう取り組んでまいります。 

 施策16、地産地消を進めるの説明は以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑ありませんか。 

 私からよかですか。地産地消でアンケート

結果、93％も「関心がある」と、非常に高い

関心を示されておるわけですね、アンケート

の結果。残念ながら、消費行動がこのアンケ

ートと相反する厳然たる事実を、 近ちょっ

と新聞で見たんです。 

 私はよく焼酎を飲みますが、全国の焼酎の

売り上げランキングトップが、まだずっと三

和酒造といって「いいちこ」ですね、トップ

だったんですが、ことし初めて「黒霧」、霧

島酒造がトップになったんです。500億円以

上売り上げております、この両社は。熊本県

の「白岳」をつくっている高橋酒造は80億ぐ

らいですかね、それでも６番目ぐらいにラン

クされていますけど、非常に少ないんです。

その次の繊月さんはもっと下がっています。

大分の麦焼酎の「いいちこ」は、そういった

鹿児島の「白波」とか「海童」とか、そうい

ったものよりランクが上なんです。 

 これを考えると、恐らく我々熊本県人が地

産地消の認識を持って消費行動を移すなら、

「白岳」はもっと上のランクにいってもいい

と思うんです。この事実を思うと、いかに関

心はあるけれども、消費行動として地産地消
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が全くと言っては失礼ですけれども、余り効

果が出ていないという厳然たる事実を、 近

の新聞報道でそれ見て感じたんです。 

 それで、口先だけで地産地消を言うのも大

事ですけども、何とかこの地産地消が消費者

の行動としてあらわれるような対策、方策等

々を今後検討していく必要性を、この一つの

事実を感知する中で感じたわけなんですけれ

ども、これは自給率とも絡んできますが、そ

ういった意識の改革が非常に大事だなという

ふうに思いましたが、いかがでしょうか。 

 

○西山流通企画課長 御指摘のとおりだと思

います。実は、この93.6％のうちの６割程度

は消費行動に移すというようなことで、県民

のアンケートをとっております。すなわち、

４割の方が地産地消を意識するけれども、消

費行動に移していないというようなことが出

ております。 

 そういうことで、今後の方向性にも書いて

おりますけれども、市町村レベル、家庭レベ

ルへの浸透ということで、市町村がいろんな

今施策をつくっておりますけれども、市町村

の段階でこういう施策を十分使っていただ

く。そのためには県民条例の周知というか、

そういう意義づけというか、それぞれ消費者

も役割がありますよというようなところまで

今後はつなげていかなきゃ、なかなか先に進

まないだろうというふうに考えております。 

 そういう意味で、市町村あるいは地域に

は、そういう地産地消あるいは食育との連携

あたりも含めて、連携しながらやっていくと

いうことが重要ではないかなというふうに考

えておるところでございます。 

 

○田代国広委員長 地産地消の必要性、重要

性をよりしっかりと県の方々に御理解いただ

くように、頑張っていただきたいと思いま

す。 

 

○前川收委員 施策の９番、担い手へ農地の

集積を進めるということですけど、前の説明

で、中山間地帯の整備も含めてさまざまな面

的整備の取り組みをやっていただいて、その

成果としての集積が進んでいるというお話で

ありました。確かに、整備集積を進めてもら

わないと、担い手不足ということから、 終

的には中山間地帯、山地、山すそからやっぱ

り耕作放棄が始まっていくというふうに思っ

ておりますので、ぜひ取り組んでいただきた

いと思います。 

 ただ、ちょっと気になるのは、いろんな事

業をやるときに、例えば面整備とかいろんな

ことをやると、集積率というのが必ず事業採

択要件になってきまして、事業はやりたいけ

ど集積率が悪いからできませんと、要するに

補助率が下がりますとか、そういう話がある

わけです。 

 平地の普通の耕種中心でやるような農業で

あれば、それはどんどん押し込んで集積し

て、作業効率を上げましょうという話を進め

ていって、集積率を高める方向性を持ってい

くのは、私も間違いじゃないと思います。た

だ、中山間は集積率といわれてもなかなかこ

れは、もともと人が余りいないわけですか

ら、それがハードルになってしまうことがな

いように、ぜひそういう考え方を持ってほし

いなと思います。 

 中山間もさまざまあります。平地は平地だ

けですけど、中山間というのは程度がかなり

違うんです。中山間も総合整備事業をやっ

て、さっき写真に載っていたところは、中山

間の中では優良なところです。あれがやれる

ということはいいところなんです。面整備ま

でやれるということはとてもいいところ。も

っとひどくなると、面整備をやると畦畔しか

できませんから、農地が減ってしまって面整

備をやる必要がないというか、無駄だという

話になる。でも、そこでもやっぱり営農が行

われております。 
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 非常に多様ですね。米、麦をつくりながら

――米、麦は大体みんなどこでもやっていま

すけど、狭い農地を、棚田を生かしてやって

いらっしゃる。それだけでは非常に効率が悪

いので、あわせて果樹園芸関係、果樹関係を

織りまぜながらやっているとか、非常に農業

形態が多種多様で、１戸の農家で山の中だけ

んて、みんなこれで確立していますという話

ではなくて、それぞれ違うというところもあ

りますので集積しにくい、法人もつくりにく

いと。 

 例えば、米、麦だったら、耕種だったら農

事法人をつくって一緒にやりましょうやとい

う話ができても、私はクリをつくっていま

す、こっちじゃ梨をつくっています、こっち

じゃ柿を植えていますと、それはばらばらで

す。それはどれがいい、どれが悪いと言って

いるわけじゃなくて、それぞれ自分たちが努

力して頑張っていらっしゃるわけだから、な

かなかそういうところを生かしていくのが難

しいと思います。 

 そこで、お願いなんですけども、以前から

お話ししまして努力していただいていること

も十分承知していますけども、切り捨てにな

らないようにぜひしてもらいたいと思うんで

す。つまり、こういった事業に乗らない人た

ちが出てくる、乗れない人たちが出てくる、

集積もできない地域も出てくると。そんなと

ころは結果として補助も何も入らぬ、事業に

も取り組めないということになって、もちろ

ん高齢化も進んでいるわけですから、そうい

うところがだんだん、結局自分の意思じゃな

くて、社会的にそういう制度面で切り捨てら

れていって、結果として我々が耕作放棄をつ

くってしまうという結果になる。 

 やりたいと言っても、あなた家は１軒でし

ょう、１軒じゃこの制度は使えませんとか、

３人以上集めてくださいとか、面積はもうち

ょっと広うしてくださいとか、面整備も一緒

にやってくださいとか、井戸掘るだけじゃで

きまっせんけん道も一緒にしてくださいと

か、何かいろいろあるわけですよ、組み合わ

せが要るとか。 

 そうじゃないと。私は今ここでいい、やっ

ていると。ここで梨の栽培をやっています、

山の中ですと。一番困っているのは水なんで

すと。水はありませんと。近くの谷川、それ

でも３キロぐらい離れていますよ、近くの谷

川から自分で谷をせいて、何というか自然水

ですよね、それに黒いパイプ、農業用の値段

の安い、あれを３キロ自分で引っ張ってき

て、自分の農地まで持ってきて、そこで梨を

つくっていますというところを、実際私は知

っています。現実に私の地元にあります。 

 そこに何で井戸ば掘らぬとなて。井戸掘る

補助はなかもんて。それは補助はあっても高

率だから、結局値段がかかって補助率がとて

も低いので――平地の圃場整備は水路をつく

っとにも８割とかの補助がありますね、国・

県・地元で。補助率が半分しかなかけん、10

0万かかって50万も出さにゃんなら、谷川か

ら引いてこにゃしょんなかもんな、そんかわ

り雨の降らぬときは水はなかたいという現実

の話がありますので、難しいんですけど、き

め細やかにやってもらいたい。 

 そこは担い手はいるんですけど、その人は

若手もちゃんと、息子も一緒にやると言って

頑張っているところですよ、中山間で。そう

いうところを切り捨てないようにぜひしても

らいたいし、そういうきめ細やかな制度を、

国にももちろんお願いしていかなければいけ

ませんが、効率性を高めるためのいわゆる営

農組織をつくっていくということと、中山間

では少しなじまない、効率性だけではなじま

ないという部分が、確かに私はあると思って

おります。効率を上げるということだけでは

済まされない部分があって、そこをもっと細

やかに見てもらいたいなということを思って

おります。 

 なかなか答弁は難しいかもしれませんが、
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今熊本は集落型でやるという話で、今でも何

地区かモデル地区をつくってやっていただい

ていますし、私の地元でもやってもらってい

ますが、なかなかこれも、作文をして申請を

してくださいと。申請書を書く人なんていま

せんよ、それは正直言って。そんな県庁の職

員がさっと書けるような申請書類を、自分た

ちで営農組合つくるから書類つくって出して

くれと。書類つくる人、そういう人はほとん

どいません。 

 それは、やっぱり手とり足とり全部しても

らわないと、制度そのものも活用できない。

もちろん制度を知らない。そういうこともま

だたくさん中山間の中にはありますので、も

ともと条件がいい平地のほうを、効率化しな

がら集積してどんどんやっていくこと、これ

をやめろと言っているんじゃないです、それ

はやってほしいと。でも、切り捨てないでく

ださいと、中山間の農業は。もちろん、むし

ろ向こうのほうが厳しいんだから、向こうの

ほうが――お金は大してかからないんです

よ。それは何町歩も畑をつくる、田んぼをつ

くるわけでもないんですから、ちっちゃなや

つですよ。 

 そのちっちゃなやつを少しずつでも、ちゃ

んと平地でやるのと変わらないぐらいの補助

率で、要件はぐーんと下げて、一つででんよ

かですよと。２人か３人連れてこいと言われ

たって、山ん中ですから、隣りの谷まで行っ

てからまた一緒に、井戸は１本しか掘らぬと

にて、そんな話がたくさんどこでもあると思

います、中山間を知っていらっしゃる方は。 

 そういうことをしっかり見つめてもらいた

いし、そういうものができる政策をぜひ考え

ていただきたいと思いますが、よろしく何か

御答弁を、どっちがやるか、計画課でもむら

づくり課でもどっちでもいいですよ。 

 

○潮崎むらづくり課長 中山間総合整備事業

を担当していますむらづくり課です。 

 今委員がおっしゃったことの要望につきま

しては、以前からもお聞きしているところで

ございまして、具体的には今年度から県単の

事業になるんですが、これまでのいわゆる要

件の一つであります面積の要件、これについ

て集落ビジョンというのを一つ条件にしてい

るんですけれども、それをつくってもらえれ

ば面積要件を廃止するという措置を、本年度

から取り入れました。 

 中山間につきましては、広場ほど集積率の

要件はつけてはいないんですけれども、みん

なでどうにか集積の農地を守っていこうとい

う思いのビジョンをつくっていただければ、

面積要件は撤廃していますし、戸数について

も知事特認でございますので、そこら辺は個

別に相談をするというようなことで今実施を

しておりますけれども、委員おっしゃるよう

にそれでもまだ希望に沿えない、きめ細かな

希望に沿えないんではないかという点につき

ましては、今後も一生懸命現場の声を聞きな

がら、また委員とも相談させていただきなが

ら、具体的に検討していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

 

○前川收委員 その集落ビジョンのビジョン

て何ですかの世界ですから、もう潮崎さんわ

かっているとおりです。要するに、それは何

ですかという世界ですよ。計画書をつくりな

さいの世界は、正直ゼロと思っていいです

よ。そんなものを農家が余り考えてやってき

たわけじゃないし、それを求める必要も今ま

でもなかったわけですから、さっき言ったと

おり手とり足とり……。 

 それから、今はそれはモデル地区でやって

いますけど、点在しているんです、点々、点

々。ほかん者はせぬて、私だけはやりたいの

に私が切り捨てられてしまうんです、今のま

までいけば、集落移譲ができない地域もある

んです。そこまで考えてひとつお願いいたし
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ます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○西聖一委員 ２点お尋ねしますけども、１

つは、農地集積の件ですけども、非常に頑張

って、成果も出て集積率も上がってきていま

すし、去年、23年度に比較しても約400ヘク

タールふえていますが、このふえた要因とし

ては、私は個人の農家が大規模化するという

ことよりも、集落営農を展開した結果、営農

組織が取り組んだのが数値にはね返っている

と思っているんですけど、そういうふうに理

解してよろしいですか。 

 

○船越農地・農業振興課長 この増加分です

けども、相当数、例えばＪＡさんですね、利

用権設定したりとか、それと売買もこの中に

入っていますけど、それと農業公社のほうも

昨年からですけど一応重点地区に指定しまし

て、農地の貸借のほうにも手を染めておりま

す。ということで、いろんな団体の頑張りが

相当集まって、こういった成果になっている

かと思っております。 

 それぞれすみ分けしていまして、例えばＪ

Ａさんですと、全く昔からＪＡさんとつき合

いがないような方もおられるんです。こうい

うところは農業公社のほうが出向いていきま

して、ＪＡさんと一緒になってするとか。先

ほどおっしゃいました地域営農組織によるも

のというのは相当まじってはおります。けれ

ども、総体として相当さばけてふえたという

ところです。 

 それと、前川委員からもありましたけど、

どうしても平場だったら割かしその集積の度

は進むんですけども、中山間地、重点地区今

やっていますけども、意識的に実は全県で昨

年度20カ所でしたけど、半数程度は中山間地

でございます。中山間地の場合ですと、半分

米をつくって、例えば半分は畜産とか、半分

は果樹とか、こういったいわゆる水田の部分

ですか、こういったところは大体集落営農組

織とか、できたら法人まで持っていくとかと

いうことで、今取り組みを進めているところ

です。 

 ということで、この多くの分野は集落、地

域営農組織、農民ならず、そういった動きも

換算されたものというふうに考えておりま

す。 

 

○西聖一委員 個人的に大規模化された人

も、まだ大分含んでいるんですね。 

 

○船越農地・農業振興課長 そうですね。 

 

○西聖一委員 それと同じく、農地集積の関

係で、４ページの資料で、梅洞地区の圃場整

備が出て、１反か２反かを２ヘクタール規模

に今整備しているというのがありますけど

も、区画整理として大区画整理が条件だから

こういうやり方をしていると思って、実際こ

の２ヘクタールの中には、あぜを切ってやっ

ていないと僕は水田は作業はできないと思っ

ておりますが、どうなんでしょうか。 

 

○小柳農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 ２ヘクタールの内容でございますけれど

も、これが集落営農組織は別といたしまし

て、権利設定ではなくて利用権を設定いたし

まして、集落営農組織がその２ヘクタールの

大区画を営農といいますか、作業しやすいよ

うな形で集積をしておるということで、恐ら

くあぜは倒して９ヘクタールの大区画にして

おります。ただ、権利の異動はしていないと

いうだけです。 

 

○西聖一委員 それならすばらしいことで、

白浜の場合は何か切り直したという事例も聞

いていましたけども、それだけの装備を入れ
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て営農が展開されるということでいいです

ね。 

 

○小柳農地整備課長 農地整備課です。 

 白浜のほうはたしか機械の導入のほうも進

んでいるというふうに聞いているんですが、

ちょっと詳しい内容はわかりませんが、営農

組合が大型機械を導入して、そこまで大区画

を有効に利用するというためにはやっぱり機

械も必要ですので、機械の導入もあわせてす

れば、一番いい形になってくるというふうに

私たちは思っております。そういうふうな形

で進めております。 

 

○西聖一委員 では、期待しておりますの

で、またやってください。 

 あと、もう一つ、担い手への関係ですけど

も、すごく実績も出てきて、特に新規参入

者、Ｕターン・Ｉターン、それから企業参入

含めて実績出ていると思うんですけど、入り

口は間口を広げて受け入れ体制も整って、こ

れは熊本県らしい姿勢もできておると思いま

すけども、その後のフォローがきちっとでき

ているのかなということで、多分リタイヤし

ている人も相当数いるんじゃないかなと思う

んです。 

 それと、なぜそういうかというと、実際の

今やっている親元就農、こういう方が非常に

少ない。親は農業をさせたくないという人が

ある中で、新規参入、農業を知らない方がど

んどん入ってきているというところが、ギャ

ップを感じております。親元就農対策もこの

青年就農支援資金に絡めて、もうちょっと入

れてくれということで国にも要望いただいて

いますけども、もう少しそこら辺にてこ入れ

が入ってくると、親元就農がふえるのかな

と。林業、水産業もそうですけども、そうい

う追跡調査がされているのかということ。 

 あともう一つが、企業も入ってきています

けども、これは認定農家に認定されているの

かなということですので、やっぱり認定農家

というのは、地域全体で認められた中の制度

ですけども、企業は単独どんどん入ってき

て、地域を壊すようなことがあったら非常に

困るといつも思っているんですけども、そう

いう点をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 まず、フォローの関係でございますけれど

も、支援法に記載しておりますとおり、熊本

県新規就農支援センターということで、方策

を農業会議のほうと一緒になって取り組んで

おるところでございます。 

 済みません、手元に数字を持っていないん

ですけども、あとフォローということで地域

振興局と一緒になってやっていらっしゃいま

すので、そのあたりちょっと確認させていた

だきたいと思います。 

 それから、企業参入の話でございました

か。 

 

○西聖一委員 親元就農も。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 親元就農

につきましては、委員おっしゃるとおり、農

地の名義変更が青年就農給付金の場合要件に

なっているということで、かなり使いづらい

ということで、委員がおっしゃったとおりい

ろいろ国あたりにも要望しているところでご

ざいます。 

 ただ、一方で、現場といいますか、経営開

始計画の場合は、市町村のほうで経営開始計

画書のほうを見ていただいているんですけど

も、そこのところで一生懸命工夫しまして、

名義変更はしていただかないといけないんで

すけども、それから経理を分けていただくと

か、非常に煩雑にはなるんですけども、その

あたりで現場の対応はできる範囲内のところ

はさせていただいているところでございま
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す。 

 あと、要望活動は引き続きやっております

し、私も５月にはちょっと参りまして、農林

水産省と意見交換をさせていただいたところ

です。 

 それから、企業参入につきましては、済み

ません、今フォローアップということで、毎

年のことなんですけども、入ったところ全社

を今回っておりまして、その中で、これも数

社が認定農業者になっていらっしゃるところ

もあります。そのあたりもまとまりました

ら、また御説明させていただきたいと思いま

す。 

 

○西聖一委員 後で結構ですので、よろしく

お願いいたします。 

 

○早田順一委員 関連していいですか。今、

西委員のほうから担い手の件で、やめていく

人のフォローというか、そんな話がありまし

た。今度は反対に、例えば年間150万、５年

間ですか、もらって、あれはたしか250万以

上の収入があると切れるのですかね、一本立

ち。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 はい。 

 

○早田順一委員 そういった成功というか、

うまくいっている人というのは、どれぐらい

今いらっしゃるんですか。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 制度を導

入して１年でございまして、まだ分析をして

おりません。就農されてから５年間というこ

とだもんですから、去年の時点では１年の期

間で対象になった方とかいらっしゃいますの

で、その点を分析をさせていただいたら、改

めて御説明させていただきます。 

 

○早田順一委員 済みません。ぜひそういっ

た成功事例というのも皆さんにお知らせをし

て、意欲ある青年というのをぜひ育てていた

だきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○梅本農林水産部長 ただいまあっておりま

す農業に新規参入する方の定着をさせるとい

うことですけども、８ページの上のほうに、

青年就農給付金が全国で２番目で400名とい

うのを書いております。ここの８ページの一

番上の丸の２番目のポツで、準備型が受給で

きる、研修を実施できる研修機関を県独自で

11組織認定したと、これは熊本だけです、全

国でこんなことをやっておるのは。 

 どこの県も、農家に直接青年を受けてもら

いますので、その農家とのマッチングがよく

なくてやめたりするケースはかなり出てき

て、将来返さにゃいかぬというケースが心配

されていますけども、熊本の場合は、特にこ

れはＪＡが中心になっていただいていますけ

ども、研修機関になってもらって、自信を持

って安心できる篤農家を紹介し、そしてフォ

ローアップもきちっとされて、もしもうまく

いかないならば違うところを紹介するとか、

きめ細かにやっております。 

 熊本方式と呼ばれていますけども、こうい

った形、要は制度としてはつくっています

が、私どもなお一層ちゃんとフォローしまし

て、定着がこの給付金の目的ですので、万全

を期していきたいと思っております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 農地集積に関しては非常に

すばらしい結果を出していただいて、今後の

また頑張りに期待したいというふうに思って

おります。 

 農地集積等質問が多かったので、水産振興
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についてお尋ねしようかなと思うんですが、

漁業士会というのがあるんですけど、「漁業

士を14名認定するとともに、漁業士会が行う

研修活動や子どもたちを対象とした」と文言

が書いてあるんですけども、漁業士というの

はどういった役目というのか、目的を持って

つくられているのかというのがわからないの

で、そこら辺をちょっと教えていただければ

と思います。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 漁業士につきましては、平成元年から地域

の漁業のリーダーとなるような方にいろいろ

研修を受けていただいて、県が認定している

というものでございまして、これまでに県内

で105名の漁業士を認定しています。 

 若い漁業士の方、青年漁業士といいまして

45名、それからそれを指導する立場にある指

導漁業士というのを60名認定しておりまし

て、県全体で県の漁業士会というのを構成し

ております。その漁業士会がこういったみず

からの研修活動を行ったり、または子供たち

の漁業体験とか、そういったことをやってい

ただいているということで、それに対して県

が支援しているという状況でございます。 

 

○吉永和世委員 その下の「資源管理型漁業

等の推進」とかというふうに書いてあるんで

すけど、それと漁業士の関係というのは、全

くないわけじゃないわけですね。 

 

○平岡水産振興課長 漁業士と、下のほうに

書いてあります資源管理計画、それから国の

漁業経営安定対策制度を活用したという部分

につきましては、関係がないというところで

ございます。 

 

○吉永和世委員 ないの。 

 

○平岡水産振興課長 はい。この下の資源管

理計画の作成の指導とか、あとは「国の漁業

経営安定対策制度を活用した資源管理型漁業

等の推進に向け支援を行っている。」という

ところでございますが、これは漁業者が資源

管理計画をつくる、または養殖業者が漁場改

善計画をつくってそれを履行する場合に、共

済等への掛け金の支援があるというふうなこ

と。それから、あとは燃油とか、あとは配合

飼料等のセーフティネットへの参加ができる

というふうなところでございまして、そうい

った資源管理計画を作成するよう県が指導し

て、そういった国の漁業経営安定対策制度を

活用して、漁家の経営安定、または資源管理

型漁業の推進を行うというところでございま

す。 

 

○田代国広委員長 いいですか。 

 

○吉永和世委員 漁業士というのは、代表者

を漁業士という形に認定して、漁業振興のた

めに何か先頭に立って活動をやると、そうい

ったイメージと思ったんですが、そういうイ

メージでいいわけですね。 

 

○平岡水産振興課長 そういった地域のリー

ダーとして、活動を行っていただくというと

ころでございます。 

 

○吉永和世委員 資源管理型漁業といった

ら、資源を管理して将来の漁業をよりいい方

向に導くという、そういったふうに思えるん

です。全く関係ないと今そういうあれだった

んですけども、ここは全く関係ないわけじゃ

ないわけですね。 

 

○平岡水産振興課長 地域のリーダーとなら

れる方が中心に、そういった資源管理の活動

とか引っ張っていったらということも、それ

を我々は期待しているところでございます。

 - 16 -



第４回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成25年８月20日) 

 

ただ、この制度については、漁業士じゃない

とこの制度にのっからないとか、そういった

ことではないということです。 

 

○吉永和世委員 漁業の将来性を見たとき

に、やっぱり資源管理は大事なことだという

ふうに思うんですけど、今有明海と八代海で

チリメンというんですか、ああいった漁を何

というんですかね、底びき網というんです

か、あれの漁獲量の推移というのは大体わか

っているんですか。 

 

○平岡水産振興課長 例えば、底びき網でど

れぐらい漁獲されているというデータは、今

ここには持ち合わせはしておりません。た

だ、漁業種類ごとの漁獲量というのは当県の

数字では出ております。 

 それと、チリメンにつきましては、これは

船びき網という漁法でとっております。これ

について申しわけありません、今ここに数字

の持ち合わせがありませんけども、これはま

た御報告させていただきたいというふうに思

います。 

 

○吉永和世委員 後で御報告いただければと

いうふうに思うんですが、これは長い目で見

たときに、あれは一網打尽というふうなイメ

ージがあって、すべての何かそこにいるもの

はとってしまうようなイメージがあって、そ

れなどを考えると、やっぱりある意味で規制

というその部分を、ある程度持っていく方向

も大事なのかなというふうには、規制した時

点ではある意味、痛みというか、それらを生

じるかもしれませんが、長い目で見たときに

はそれが逆にプラスになって返ってくるよう

な、そういった感じがあるのかなというふう

に思うんで、そこら辺のやはり目先ではなく

て、長い目で見たときに、 後の安心して漁

業に従事できるよう安定漁家経営に向けた取

り組みを支援するといった、そういったとこ

ろに結びついていくんじゃないのかなという

ふうに思うもんで、そういったところの検討

もしていくのが大事じゃないのかなというふ

うに思うので、そこら辺もぜひ検討いただけ

ればというふうに思います。 

 

○平岡水産振興課長 先ほどちょっとお話し

しました国の漁業経営安定対策制度を活用し

た資源管理型漁業ということで、この中で資

源管理計画を漁業者に策定してもらうんです

けども、例えば水俣では、さっき言いました

船びき網については、そういった資源管理型

計画を策定して、例えば休漁日を設けると

か、そういった形でそういった資源管理に取

り組んでいただいていますし、小型底びき網

につきましては、天草崎津町とか、そういっ

たところで漁業者が資源管理計画を策定し

て、それを実践してもらっているという状況

でございます。 

 

○田代国広委員長 いいですか。 

 

○吉永和世委員 大体、現状でよくなってい

く可能性があるのかどうかというのもあるの

で、ではそこの部分も検討して、それでいい

のか悪いのか、将来性がないんだったらまた

それをきちっとした形でやるしかないので、

とってしまえば資源はなくなってしまうのは

当たり前なんで、そこら辺をきちっと判断す

るのが大事かなというふうに思いますので、

ぜひお願いしたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 では、私からでよかですかね。企業参入に

ついてちょっとお尋ねしたいんですけど、以

前、民間企業でしたかが、今度の予算に農業

参入する企業に、一つの制約といいますか、

農地法かなんか知りませんけど、一等農地は

なかなか企業参入には該当せぬというか、条

件の悪いところが、企業が農業参入した場合
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該当するというか、そういった基準というの

があったみたいなことを数年前ちょっと聞い

た記憶があるんですけど、現在はどうなって

いるんですか。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 現実的に農地を参入企業が、我々が間に入

っていろいろ御紹介する場合であっても、実

際に非常に条件が悪いところというのが、貸

していただけることが多いことなんです。た

だ、それが絶対の条件ということではないと

いいますか、そういった法的な制限がかかっ

ているわけではございません。実際、だれか

貸すとなられたところが、やはり知った方と

いいますか、そういったところが優先される

ので、現実的に企業さんが借りられるところ

はやはり条件が悪いところが多うございま

す。そういう状況でございます。 

 

○田代国広委員長 法的なものはないわけで

すかね。そういった制約があるから、企業は

なかなか農業参入がしにくいという悪条件と

いうか、あるというふうに当時聞いたので言

い出したんですけども、今の段階で企業は農

業に参入しようと、しやすい状況というか、

環境は大体整備されておるんですか。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 先ほど申

しましたように、借りることはできるんです

けども、実態としてなかなか貸していただけ

ない状況にあるというところでございます。 

 

○田代国広委員長 なぜ私が企業参入にこだ

わるかというと、水田地帯の集落営農あたり

で、その地域の営農は守れますよ、１反歩あ

たりは。畑地帯はなかなかそういう集落営農

はできません。そして、私の場合でも、条件

のいいところは畜産農家あたりが借りて牧草

をつくるんですけども、ちょっと利便性の悪

いところとか、面積がいささか狭いところあ

たりがやっぱり借り手がなくて、なにもせず

今実際遊休地になしとっとですよ。そういっ

たところが企業には、一般農家が借らぬか

ら、遊休地ないしは耕作放棄地はそういった

条件の悪いところしかまだあいとらぬから、

一等農地的なものは農家が借りとるというこ

とですね、現実的に。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課です。 

 実際、企業の方からいろいろお話を聞く

と、やはりある程度まとまった土地が欲しい

とか、どうしても農業の経営の計画を立てる

上で、例えば10ヘクタールほどまとまった土

地、飛び飛びではなくて、そういった話にな

ると、１カ所でなくてもある程度まとまった

ところというふうな中で探されているとき

に、現実的に条件が割に不利なところが多い

という状況になってございます。 

 ただ、一方では、地域の方と一緒になって

新たに農業法人をつくるとかいう形の中で、

大きな面積を託されているところもございま

す。 

 

○田代国広委員長 地域の条件が悪くても、

その一帯を整備すればある程度の、何ヘクタ

ールかの土地になるわけですね。その個人の

１枚１枚になってくると、何十アールになる

といったって、なかなか企業は投資するだけ

の価値がないということなんですけど、ある

程度面的に整備して、そしてそれを企業に借

りていただくというふうな条件をつければ、

当然借りる可能性はあるわけですね。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 そうだと

思います。 

 

○田代国広委員長 私が離農したら耕作放棄

地になるわけですから、いずれ誰かに自分の
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畑をつくってもらわなければならないわけで

すよ、食料を生産するために。ですから、企

業あたりにもそういった農業に参入していた

だいて、食料生産のほうに企業あたりがして

いただくならばいいなと思っておるもんです

から、今後そういった企業が参入しやすいよ

うな環境に、我々元農家も考えていただくな

らばと思ったところでございます。 

 

○田代国広委員長 ほかに何かありませんで

しょうか。 

 

○泉広幸委員 私は、担い手と水産の振興課

のほうに、ちょっとお尋ねをいたしたいと思

います。 

 担い手のほうは、新規就農者が約280名と

報告がありまして、その地区別というか、ど

んな経営体なのか、今答えなくても後でいい

んですけども。 

 それとあわせて、漁業の新規就業者が19名

ということで、それも含めて地区別と、どん

な経営内容なのか、養殖なのか、例えば小型

底びき網なのか。 

 それとあわせて、新規就農者には青年就農

給付金がありますけども、新規の漁業者には

そういったことは考えていないのか、ちょっ

とお話を聞きたいなと。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 済みません、地域別の数字を持ち合わせて

いないんですけども、今現在特徴としまし

て、新規学卒者が減っているというのがずっ

と傾向としてございます。Ｕターンの方がふ

えてきているという状況で、そういうことで

農大の研修を少し変えたりとか、そういった

ことで対応をいたしております。 

 済みません、地域別のほうは改めて御報告

したいと思います。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 平成24年度に19名の新規就業者がおります

けども、そのうちの10名が親元のほうに就業

しているということで、内訳としましては、

ノリの養殖とか、あとは一本釣り等でござい

ます。９名が、家が漁業と関係がないといい

ますか、そういった方が就業されております

けども、それにつきましてはノリ養殖の従業

員であったり、あとは一本釣り、はえ縄と

か、漁業許可の必要がなくて営めるような、

そういったものに就業しているという状況で

ございます。 

 それと、給付金につきましては、この資料

では就業準備給付金制度という形で記載して

おりまして、これは就業する前にいろいろ研

修を受ける期間、その期間に年間150万を限

度で、２年間を限度という形で、研修につき

ましては月おおむね100時間程度の研修を３

カ月以上受けた場合に、この給付金が得られ

るというそういった制度でございまして、こ

れにつきましては、研修が終わった段階で親

元にすぐに就業できない、少なくとも２年間

はあけて就業しないと給付金を返さないとい

けないというふうな形になっております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。ほ

かになければ、以上で質疑を終了します。 

 次に、その他に入ります。執行部から報告

の申し出が２件あっております。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料の12ページお願いいたします。 

 漁協の組合員資格審査の是正措置状況と今

後の取り組みにつきまして、御報告いたしま

す。 

 - 19 -



第４回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成25年８月20日) 

 

 まず、資格審査の改善状況を一番上の表に

整備しております。資格審査未実施の漁協

は、沿海漁協11、内水面漁協４、業種別漁協

１と、55漁協のうち16漁協が未実施でしたの

で、関係組合長より直接是正指導等を行いま

した結果、７月31日現在、16漁協のうち13漁

協が資格審査を実施いたしております。 

 残り３漁協につきましては、組合員数が多

く事務作業に日数が必要とのことでしたの

で、いつまでに是正するのか、行政処分とし

て文書通知を行いましたところ、いずれも９

月末までに実施するとの回答を得ているとこ

ろでございます。 

 資格審査を実施いたしました13漁協の組合

員の異動状況を、中段の表に整備しておりま

す。沿海漁協及び内水面、業種別漁協とも

に、正組合員から准組合員へ大幅に異動する

結果となっております。 

 一番下の表は、55全ての漁協に対し、資格

審査に係ります審査を実施している途中経過

報告でございます。７月31日現在、52漁協の

検査を実施しており、全て資格審査を実施し

ておりました。なお、残り５漁協のうち、括

弧の中に８月と記載しております２漁協につ

きましては、昨日までに検査を終了いたして

おります。 

 残り３漁協につきましては、先ほど申し上

げました９月末までに資格審査を実施すると

の回答を得た漁協でございますので、資格審

査の実施後速やかに検査を行うこととしてお

ります。 

 裏面の13ページをお願いいたします。 

 漁協指導に向けました今後の取り組みでご

ざいます。 

 まず初めに、１に記載しておりますけれど

も、法令遵守体制の確保を基本とした指導方

針を作成し、５に記載しております文書報告

や組合長ヒアリングなど多様な指導方法の導

入や、８に記載しております研修会等を通じ

た不断の意識啓発などの取り組みを行うこと

によりまして、法令遵守に向けた漁協の自主

的な取り組みを促進いたしますとともに、必

要な場合は、６に記載しておりますけれど

も、法令に基づく行政処分を適時・適切に行

うことといたしております。 

 以上、御報告いたします。 

 

○長崎屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 テレビ・新聞報道等もなされておりますけ

ども、国の復興予算で造成されました全国向

け基金の取り扱いについて御説明いたしま

す。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 資料では、１、基金の経緯、それから２と

して国からの要請、３として県としての対応

状況としてまとめております。ポイントを絞

って御説明いたします。 

 まず、基金の経緯でございますけども、こ

の熊本県森林整備促進及び林業等再生基金

は、森林・林業の再生を目的といたしまし

て、平成21年度から３期にわたって造成をさ

れております。 

 このうち、１、(2)にございます第２期造

成につきましては、被災地の復興に必要な木

材を全国的に供給するという目的で、平成24

年度から26年度までを事業期間といたしまし

て約50億円造成し、今年度末までに約35億円

を執行する予定でございます。 

 こうした中、２番目、国からの要請でござ

いますけれども、国の復興予算が被災地以外

で使われていることにつきましてマスコミ等

の批判を受けまして、国は復興予算の使途の

厳格化をさらに進めるということとしまし

て、本年の７月２日、政府の復興推進会議に

おきまして、復興予算による全国向け基金の

使途を厳格化するという方針を決定しまし

た。 

 具体的に申しますと、この森林整備促進及

び林業等再生基金の第２期造成分で、直接被
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災地に木材を供給する取り組み、これまでの

執行済額、３点目として議会で既に予算議決

されているものを除いた残額につきまして、

返還するよう各県に要請したということでご

ざいます。 

 ３点目、これに対しまして、県としての対

応状況でございますけども、今回の返還の要

請に関しましては、もともと被災地域だけで

は賄いきれない復興に必要となる木材を、全

国規模で安定的に供給する、そういったこと

を目的に措置された基金であるということ。 

 ２点目として、既に事業計画等を検討して

きました本県の林業・木材産業関係者にとり

ましては、非常に大きな影響を与えるという

ことから、国に対しまして所要の財源の確保

を要請しているところでございまして、先

日、７月11日にも、別紙につけております財

源確保の要請を農林水産省にしたということ

でございます。 

 今後とも、関係県とも連携しまして、この

財源確保について国に働きかけていく方針で

ございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○田代国広委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。質疑は

ありませんか。 

 

○前川收委員 ２つあります。両方ありま

す。組合員の資格審査については、きちっと

やっていただいている状況ですから、今後の

あるべき姿というものをしっかり守っていた

だければと思っております。 

 関連なんですけど、私よくわからないこと

があって、みんな知っているけどもだれも言

わない話なんですけども、内水面漁協です

ね、今度災害で河川工事とかたくさんありま

す。やるとき、漁協が協力金をくれという話

があって、払わないと工事をさせないとかと

いうことをおっしゃる人がいるそうです。 

 わざわざ発注は魚の産卵期を外して、魚が

上ったり、遡上したりするときは発注をさせ

ずに、そういう配慮をして時期をずらしてあ

るそうです、発注時期を。だから、余り影響

がないように配慮をした上で工事をやって、

災害復旧ですから、一日も早く災害復旧をや

ってやりたいのに、そういう時期になって、

それは仕方ないということで守ってやってい

て、その上今度は協力金かなんかをくれとい

う話を必ずなさるということで、一部特定の

話をしているのではなく、これは一般論です

ね。それをやらないとなかなか工事をさせて

くれない、多分だれも言わないけど、みんな

知っている。 

 では、払わないままどなんせなんとですか

というふうに県の土木とか発注者の側に相談

すると、それは知らないと言うんですね。あ

なたたちの問題だから、あなたたちで処理し

なさいという話をなさるらしいんですけど、

もともと公共事業で発注して仕事をなさって

いるのに、それはもし漁業被害があるという

ことで――それがないような発注をまずする

ことが一番です、ないんだったら協力もする

必要がないわけですから、ないわけです。 

 あるのに、あるような発注をするなという

ことと、あるならあるようにちゃんとそれは

予算で、彼らが主張する、何の協力か知らぬ

ばってん、協力金を払う根拠は何なのか。も

ちろん法的根拠ですよ、漁業法上認められて

いる法的根拠があるのかどうか。 

 無茶苦茶な例があったから言っているわけ

じゃなくて、一般論としてずっとこういうの

が続いてきているということは、多分みんな

知っているんです。役所に相談しても、役所

は知らないとおっしゃる。発注者が知らない

で、県管理の河川を県が災害復旧をしようと

したときに、そういう漁協との話があって、

そして知らないと言われて、どうすりゃいい

んですかという話になって、裁判かなんかせ

にゃいかぬとでしょうけど、簡単には泣き寝
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入りで、もうええたい面倒くさいと、そんく

らいなら払うていっちょけという話になって

いるあしき慣習が私はあると思っていますの

で、今度ちゃんと調べて御報告をいただけれ

ばと思います。 

 きょうは、今報告できれば、御答弁があれ

ば何かしていただければと思います。そうい

うのがあっている実態を把握なさっていらっ

しゃるのか。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 済みません、委員の御質問の回答にはなり

ませんけれども、私もこの４月に来て、今委

員がおっしゃったような話を直接聞いたこと

はございませんが、具体的にあるということ

は私も存じております。一つの水産業協同組

合法によりますと、内水面漁協につきまして

も、もちろん沿海漁協でもそうですけれど

も、要するに資源管理の義務、それから資源

の増殖という義務が水協法上ございます。 

 そういうことに関連いたしまして、ここか

ら先が御答弁にならないんですが、いわゆる

民民の関係で協力をお願いするというような

ことは聞いてございます。ですから、仮に御

相談があっても、それは民民の御契約として

話し合いをしてくださいということで、我々

としても御回答申し上げていることになろう

かというふうに存じます。 

 

○前川收委員 済みません。この話とは直接

違うんですけど、今漁協が抱えておる問題の

一つという意識で私は上げているんです。だ

ったら、発注者は県ですよ。県が設計をし

て、このように工事をしてくださいというこ

とで、それを業者が請けるわけです。それは

本来業者の話じゃなかですよ。発注者の設計

が悪いのか、施工が悪いのか、いわゆる漁業

の養殖、何ですか、増殖とか、そういうのに

支障がある設計をしているのが悪いんじゃな

いですか。 

 それは団体支援課もしくは河川のほうで、

そうならないようにしてあげるかどうかしな

いと……。やっぱりそれはいつまでも――こ

れがずうっと大分前からと聞いていますけ

ど、何か臭い物にふたしているような話だけ

がずっと続いているような気がしていますの

で、きょうは軽く、そういう問題があるとい

うことを知っていますということだけお伝え

をしておきます。以上です。 

 それと、もう一ついいですか。森林整備の

今度の基金の取り崩し――取り崩しという

か、戻せという話ですけど、本末転倒な話で

あって、そもそも政府がつくって、その要件

に応じて地方が議決までして基金造成してき

た金を戻せという、本来根拠はないと私は思

っていますけれども。 

 １つは、今回の戻す額が多分50億のうち35

億を使うんだったら15億ぐらいになるんです

かね、これは基金を取り崩すという話になる

わけでしょうね、お金を。基金を造成したと

きは議会議決が要りますが、基金を取り崩す

ときも、多分我々の議決がなしで取り崩せる

はずはないですよね。つまり、県議会がこれ

はだめだと言えば戻せないという話になると

いうのが、理論上の話だと思います。 

 そこで、国からの要請の中に、25年度分と

して議会で予算議決しているものというの

は、これは支出として予算議決しているもの

の話だけであって、そもそも地方議会が歳入

まできちっと議決をしてきて、いわゆる地方

の予算の積み上げがあっているということ

を、知らないのか知っているのかわからない

ような表現を書いてあることそのものが、私

はまずおかしいというふうに思います。その

点についてはいかがでしょうか。 

 

○長崎屋森林整備課長 今委員御指摘ありま

したとおり、もし仮に国に返還するというこ

とになりますと、これは委員御指摘のとお
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り、国庫返納金としてしっかり予算を組ん

で、歳出予算として計上し、議会で御審議い

ただいて議決がないと、これは返還できない

ということでございます。 

 今回の国からの要請でございますけども、

県としてはきちんと定めたとおり予算を執行

してきたわけでございますし、予算の流用で

あるとか、そういった指摘が一切当たらない

ということでございます。 

 ですので、この返還するかどうかというこ

とにつきましても、今申し上げましたとお

り、きちんとこれは議決が必要なことでござ

いますので、こちらのほうもしっかり検討し

ていきますし、また何よりも、もともとこれ

は国から言っていること自体がおかしいわけ

でございますので、これはしっかり財源の確

保も含めて、言うべきことをきちっと国に主

張していきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○前川收委員 それが裏面の15ページに書い

てある財源確保についての要請文だと思いま

すけれども、全くそのとおりでありまして、

お金がどこから入ってこようが我々の使途に

影響が出ないのであれば、要は国のお金であ

れば費目が変わってきてもそれは問題ないと

思いますし、そもそも論が一つ違うところが

あるんですけどね。そもそも論を言い出せば

切りがないんですけど、直接被災地に送る木

材しかだめだなんて、そんな話はあり得ない

話であって、玉突きでずっといくわけです

ね。 

 例えば、被災地周辺の森林・山から被災地

のほうに木材が入っていけば、周辺からまた

そちらに集まっていくという形で、どんどん

どんどん木材は移動していくわけですから、

全体の需要がふえるという前提から言えば、

九州だろうが北海道だろうがそれは同じと、

復興需要がふえるからそこで賄おうという、

そのための準備をしようという基金を生かそ

うという話だから、何らおかしくないと思っ

ております。 

 それは言っても仕方ないんで、ちょっと委

員長に僕はお願いがあって……。 

 せっかくここで委員会やっていますから、

これは県のほうで林業再生に加速化するため

の財源の確保ということを書いてありまし

て、私は個人的にはいわゆる代替財源を国が

きちっと明らかにならないならば、今回仮に

県が予算を戻してくださいという予算を９月

議会に一遍に出されるか、12月に出されるか

よく知りませんけど、出されてもそれは認め

られないということだと思っています、私は

個人的には。ですから、きちっと代替財源を

お示しするように、それがない限りは議決で

きない、返納議決はできないという趣旨で、

意見書を国のほうに出してもらえればなと思

いますけれども。 

 ここで議決しておけば、委員会で決めとけ

ば、多分９月の頭の開会日でも間に合う可能

性があるわけですね。これは本会議議決が要

りますから、国に対する正式な意見書ですか

ら、出さないと――これは県は知事名では出

しているわけでしょう。国に対する意見書で

すか、一番 後の部分は。 

 

○長崎屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 国に対する意見書でございます。 

 

○前川收委員 だったら、知事も、県もそう

いう形で意思表示をしているわけですから、

議決権を我々県議会はもっと強力な議決権の

行使として、そんな無茶な戻せなんてあるか

と、かわりを出せという内容で――内容は委

員長に一任いたしますので、内容で意見書を

出すということを皆さんで議論してもらえれ

ばありがたいと思います。できればここで決

めていただければ、９月の冒頭、本会議とい

う話もできないことはないのかなと思いま
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す。 

 

○田代国広委員長 前川委員のほうから今提

案があっておりますような形で、委員会で今

後意見書として出すというふうな形でまとめ

ていきたいと思いますが、よろしいですか。 

  （「ぜひお願いします」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 そのような形で、今後開

会時に提案したいと思います。 

 

○前川收委員 では、出すということは決定

いただいたわけですね。あと、内容について

は委員長からまた御相談いただきながら…

…。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○泉広幸委員 先ほど漁業組合員資格につい

ては、今後残りの３漁協９月にするというこ

とでお話をされました。そのほかに、私はち

ょっと気になることが１点、地元の方から聞

かれたこともあるんですけども、海区調整委

員てありますね、その資格というか、そして

全く漁業に関係のない人たちが登録をされて

いるというふうな話も聞いたことがありま

す。今の状況あたりをちょっと聞かせていた

だけばなと。 

 

○平岡水産振興課長 海区漁業調整委員会委

員の選挙につきましては、県の選管のほうが

事務を管理・執行しているというふうなこと

で、事務の適正化を図るよう、県内の市町村

選管にも指導が行われているという状況でご

ざいます、今回の事例を踏まえまして。 

 １つは資格の話ですか。 

 

○泉広幸委員 はい。 

 

○平岡水産振興課長 まず、調整委員会の有

権者の資格につきましては、漁業者または漁

業従事者であることと、それから海区沿岸の

市町村に住所または事務所を有するというこ

とで、漁協の組合員資格と違うところが、漁

船を使用する漁業を営み、または漁業者のた

めに漁船を使用して、ということ、そういっ

たところが組合員の資格と違うところでござ

いまして、調整委員会の有権者の資格は、１

年90日以上漁船を使用する漁業を営み、また

は漁業者のために漁船を使用して行うという

ふうなところでございます。 

 組合員資格につきましては、１年間の中で

90日から120日の間で、漁協が定めるそうい

った日にち、それを従事するというのが資格

になっているということで、海区漁業調整委

員会の有権者の資格と漁協の組合員資格は、

そこはちょっと違うというふうになります。 

 

○田代国広委員長 いいですか。 

 ほかに質疑がありませんようですので、こ

れで報告に対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。なけれ

ば、以上で本日の議題はすべて終了いたしま

した。 

 後に、陳情・要望書等が２件提出されて

おりますので、参考としてお手元に写しを配

付しております。 

 それでは、これをもちまして第４回農林水

産常任委員会を閉会します。 

  午前11時35分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  農林水産常任委員会委員長 
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